
 

 

 

 

 

 

ＪＲ東労組バス関申第 4号 

2025年度年末手当等に関する申し入れ 
 

 10月 21日、標記の件について組合員の声をもとに、会社へ申し入れを行ないました。 

 

記 

 

1．2025年度年末手当を基準内賃金の 2.93ヶ月とすること。 

2．エルダー社員及び契約社員 Aは社員に準ずること。 

3．契約社員 B及び適時雇用員は支給額に一律 5万円を加算すること。 

4．支払いについては、2025年 12月 5日までとすること。 

5．回答については、2025年 11月 21日までとすること。 

 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｓ ｕ ｐ ｅ ｒ 
Ｈ ｉ ｇ ｈ ｗ ａ ｙ 
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